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木津川市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する

条例の一部改正について

上記の議案を、地方自治法第１１２条及び木津川市議会会議規則第１４条

第１項の規定により、別紙のとおり提出します。

提案理由

市長ら常勤特別職の期末手当算出方法の特別扱いをあらため、京都府内の

他市と同様の算出方法にする。財政削減により他への有効活用ができるため。



木津川市条例第 号

木津川市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条

例の一部を改正する条例（案）

木津川市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例（平成１

９年木津川市条例第４４号）の一部を次のように改正する。

第５条第２号中「及び給料の月額に１００分の２０を乗じて得た額」を削

る。

附 則

この条例は、令和３年４月１日から施行する。



参考資料（発議第１号）

木津川市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条

例の一部を改正する条例（案）新旧対照表

（新）

第１条～第４条 （略）

（手当）

第５条 市長等の地域手当、通勤手

当及び期末手当は、次のとおりと

する。

（１） （略）

（２） 期末手当 給料の月額、

地域手当の月額並びに給料の

月額及び地域手当の月額の合

計額に１００分の１５を乗じ

て得た額の合計額に１００分

の１６７．５を乗じて得た額

とする。

第６条・第７条 （略）

（旧）

第１条～第４条 （略）

（手当）

第５条 市長等の地域手当、通勤手

当及び期末手当は、次のとおりと

する。

（１） （略）

（２） 期末手当 給料の月額、

地域手当の月額及び給料の月

額に１００分の２０を乗じて

得た額並びに給料の月額及び

地域手当の月額の合計額に１

００分の１５を乗じて得た額

の合計額に１００分の１６５

を乗じて得た額とする。

第６条・第７条 （略）


